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【基本事項】 

１ 危機管理マニュアルの目的と位置付け 
2011年3月11日（金）東北地方を襲った東日本大震災により、多くの尊い命が失われました。

この震災で日本は、津波の脅威を改めて経験することになりました。 

 自然の力は、人間の想定をはるかに超え、甚大な被害を及ぼすことがあり、自然災害を最小限に

食い止めるためにも、日頃からの備えが重要になります。 

○ 本校における事故、加害行為、災害等から児童及び教職員の安全の確保を図り、学校保健安全

法第２９条第１項に定める「危険等発生時対処要領」として作成したものである。 

○ 本校は、那覇市地域防災計画において災害対策基本法に基づく地震、津波等の避難所に指定

されており、地域との関連を考慮した。 

○ 本校における学校安全のための各種対応の基本となる事項を定めるとともに、初動対応部分

を抜粋したフローチャートを「初動対応マニュアル」として活用することで、利便性を持った学校

安全を推進するものである。 

 

２ 危機管理の基本方針 
本校における危機管理は、以下の事項を基本原則として執り行う。 

○ 子供の生命、安全の確保を第一とする。 

○ 指揮・命令、報告・連絡の徹底を図り、学校全体として組織的な対応を行う。 

○ 地域、保護者や関係機関と密接な連携を図り、一体となって対応する。 

本マニュアルに定めのない事態が発生した場合などは、個々の状況・場面に応じて、この基本原

則に則って最も適切と考えられる措置を取るものとする。 

 

３ 危機管理マニュアルの運用方法 
（１） 職員・関係者等への周知等  

全ての教職員は、本マニュアルに定める事項を十分に理解し、事故等の未然防止、 及び発生し

た場合の自らの役割を習熟するとともに、これを確実に遂行し、学校安全 の推進に努める。 

 

（２）マニュアルの保管方法  

本マニュアルの保管場所・保管方法は、以下のとおりとする。  

\\Data\2026\1.共有\99_危機管理マニュアル（保存・更新） 

 

（３）マニュアルの見直しと改善 

下記に示すタイミングで本マニュアルの見直しを行い、継続的にこれ を改善することで、本校の

学校安全の継続的な向上を図る。 

 

【定例見直し】 

＊毎年度当初、及び人事異動があったとき  

＊各種訓練・研修等を実施した後 

＊学校評議委員会において関係機関と協議したとき  

【随時見直し】 

＊那覇市の地域防災計画など、関係機関の関連の改訂があったとき  

＊各種ハザードマップの改訂、近隣における事故・犯罪の発生など、起こりうるリスクに関する

情報の変更があったとき  

＊先進学校の情報、その他マニュアルの見直し・改善に役立つ 情報を入手したとき 

 

 

 

 

 

 



 

【事前の危機管理】 

１ 危機管理の前提となる危機事象 
学校で起こり得る危機事象には、下記の表のように様々なものがあります。表にある事象以外

にも、生徒等の個人情報の紛失、教職員の不祥事なども、学校にとっての危機事象と捉えることが

できるでしょう。 

しかし、学校保健安全法で作成が求められる危機管理マニュアルとしては、少なくとも、生徒等

の生命・身体の安全に重大な影響を及ぼす事象は網羅する必要があります。 

このため、学校安全の３領域である「生活安全」「交通安全」「災害安全（防災）」の観点から、様々

な危機事象を想定しましょう。 

※いじめや暴力行為など児童生徒等同士による傷害行為は、生徒指導の観点から取り組まれる内容

であるため、本ガイドラインの対象とはしていません。 

 

２ 地域における防災・安全上の学校施設の役割 
（１）学校の現状 

 那覇国際高等学校は、標高約２５Ｍに位置しますが、大津波が発生した場合、海岸線からの距

離が約１．３ｋｍと近いこと、近くに安謝川があり、津波が川を遡上してくることも考えられ、決し

て津波が到達しないとは言い切れません。沖縄近海でも過去に大津波が発生したこともありま

す。地震や津波への十分な対策をしておく必要があります。 

  

（２）避難所等の指定状況 

    那覇市の「地域防災計画」では、以下のとおり災害時の指定避難所として指定されています。 

 

 

 

危機事象 想定される事態 

生活安全 

 

傷病の発生  

 

熱中症、スポーツ中の頭頚部損傷その他の外傷、階段その他からの転

落、急病等による心肺停止 等 

犯罪被害 不審者侵入、地域での不審者情報、学校への犯罪予告、校内不審物 

交通安全 自動車事故  

自転車事故 

登下校中や校外活動中の交通事故 

災害安全 気象災害 洪水・内水氾濫・高潮等による浸水、強風による飛来物・停電、 突風・

竜巻による家屋倒壊・飛来物、落雷 校内施設や近隣からの出火 

地震・津波

災害 

建物倒壊、家具等の転倒・落下、津波浸水、液状化、  

火災 二次災害としての火災・がけ崩れ・ライフライン寸断 等 

その他 感染症 結核、麻しん、新たな感染症 等 

弾道ミサイ

ル発射 

J アラートの緊急情報発信 

その他 空からの落下物 

施設名 
災害種別 

地震 津波 洪水 高潮 土砂 

那覇国際高校（体育館） ○ ○ ○ ○ ○ 



 

【防災計画】 

１ 目 的 
消防法第８条第１項に基づき沖縄県立那覇国際高等学校における防災管理業務について定め，

火災や震災等による災害を予防するとともにこれらの災害による被害を軽減し，職員・生徒をすみ

やかに避難場所に誘導し，安全を確保する。 

 

２ 任 務  防火管理者は教頭とし，次の係をおく 

(1) 通報連絡係：（通報）指揮係と連携し、消防機関に対する通報とその確認。 

（連絡）指揮係と連携し、校内への出火の報知，消防隊への情報提供。 

 関係官公庁等への連絡にあたる。 

(2) 消 火 係：火災時において消火器等を操作し，消火作業を行う。 

(3) 避難誘導係：出火時及び震災時における生徒・職員の誘導にあたる。 

(4) 防護措置係：消防隊の誘導及び消防活動の障害物の除去等にあたる。 

 

３ 組織 （令和 8年度学校要覧より） 

 

 
 

 

４ 地震時の活動 
(1) 授業中の場合，生徒を机の下などに身を寄せ落下物等から身を守るとともに火気使用器具 

の始末を行い，出入口を確保する。 

(2) 休憩中の場合は，その場所で身をふせ校内放送等による指示を待つ。 



 

(3) 避難開始の指示があった場合，生徒の混乱を防止し，避難場所へ誘導する。 

(4) 生徒を帰宅させる場合は，その地域の被害状況を確認し，安全を確認したうえで行う。 

 

５ 防災教育及び訓練 
(1) 職員に対する年一回以上の教育 
（２） 消防計画の周知徹底 

（３） その他火災予防上必要な事項 

（４） 通報，消火，避難，誘導の各々の訓練を定期的に行う。 

 

６ 避難場所  運動場（グラウンド） 

 

７ その他 
災害発見と同時に職員室等に連絡し，適切な行動をとり，被害を最小限度にとどめる。連絡を受

けた職員は直ちに職員・生徒に適切な指令を発し，すみやかに活動を開始すること。 
 

（１） クラス別避難経路一覧 

年 組 用階段 避難ルート 

１ １ 南階段 南階段を 1階まで降り、校長室横出口より避難 

１ ２ 南階段 南階段を 1階まで降り、校長室横出口より避難 

１ ３ 南階段 南階段を 1階まで降り、校長室横出口より避難 

１ ４ 南階段 南階段を 1階まで降り、保健室前を通り生徒会室横出口より避難 

１ ５ 南階段 南階段を 1階まで降り、保健室前を通り生徒会室横出口より避難 

１ ６ 南階段 南階段を 1階まで降り、保健室前を通り生徒会室横出口より避難 

１ ７ 西階段 西階段を 1階まで降り、被服教室横出口より避難 

１ ８ 西階段 西階段を 1階まで降り、被服教室横出口より避難 

１ ９ 西階段 西階段を 1階まで降り、被服教室横出口より避難 

２ １ 東階段 東階段を 1階まで降り、エントランスホール出口より避難 

２ ２ 東階段 東階段を 1階まで降り、エントランスホール出口より避難 

２ ３ 東階段 東階段を 1階まで降り、エントランスホール出口より避難 

２ ４ 東階段 東階段を 1階まで降り、エントランスホール出口より避難 

２ ５ 東階段 東階段を 1階まで降り、地学教室前出口より避難 

２ ６ 東階段 東階段を 1階まで降り、地学教室前出口より避難 

２ ７ 西階段 西階段を 1階まで降り、被服教室横出口より避難 

２ ８ 西階段 西階段を 1階まで降り、被服教室横出口より避難 

２ ９ 西階段 西階段を 1階まで降り、被服教室横出口より避難 

３ １ 東階段 東階段を 1階まで降り、エントランスホール出口より避難 

３ ２ 東階段 東階段を 1階まで降り、エントランスホール出口より避難 

３ ３ 東階段 東階段を 1階まで降り、エントランスホール出口より避難 

３ ４ 体育館渡り廊下 体育館渡り廊下を通り、体育館前から避難 



 

３ ５ 体育館渡り廊下 体育館渡り廊下を通り、体育館前から避難 

３ ６ 体育館渡り廊下 体育館渡り廊下を通り、体育館前から避難 

３ ７ 体育館渡り廊下 体育館渡り廊下を通り、体育館前から避難 

３ ８ 体育館渡り廊下 体育館渡り廊下を通り、体育館前から避難 

３ ９ 体育館渡り廊下 体育館渡り廊下を通り、体育館前から避難 

 

（２）階別避難経路図 



 

 

（３） 学校における対応事項等 

 
 

 

 

 

 

 

災害発生前 

（日頃の備え） 

 

 

 

１．学校防災体制の充実 

   ・災害時の業務内容等の確認 

   ・施設・設備等の安全点検 

  ・避難路の安全確保、関係機関や地域との連携等 

２．防災教育の充実 

   ・指導方針・計画の策定と実施、教職員への研修等 

３．避難訓練等 

  ・非常事態想定の訓練、救命講習、地域防災訓練への参加等 

災 害 発 生 

発災から３日目 

（応急対応期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．学校災害対策本部の立ち上げ、教職員の参集 等 

２．生徒の安否確認、負傷・健康状態等の把握、心のケア  等 

３．教職員の安否、負傷状況、各種情報の収集、応急対応 等 

４．生徒の安否情報等の保護者等への連絡方法、生徒の保護と保護者等へ

の引き渡し方法等 

１．学校施設の被害状況把握、安全確認、危険施設への立ち入り禁止措置

や安全管理等 

２．避難所指定された学校施設の安全確認、避難所開設準備、避難所とし

て施設が使用できない場合の対応等 

３．避難所開設、運営に伴う市との連携、連絡・調整 

４．学校での避難者の確認と避難者情報の管理、連絡、避難所運営のボラ

ンティアの受け入れ等 

３日から１週間 

 

 

１．災害対策を継続的に行う職員、教職員の健康管理等 

２．外部応援要員、教職員等の派遣要請 

３．避難所運営の市、自主防災組織等への移行 

１週間から１か月 

 

 

１．授業再開に伴う教室確保 

２．授業再開の教科書、学用品、救援物資等の調達・受け入れ 

３．授業再開に関する県・市等への支援要請等 



 

【地震・津波対応マニュアル】 
１ 地震対応マニュアル 
 

地震発生  管理職 教職員 生  徒 

       

  安全確保  

 

 

 

その場に応じて、身を守る（机の下に身を

隠す）よう指示するとともに、自身も身を

守る行動をとる。 

 

 

 身を守る行動を

とる。 

 

 

    

   

 揺 れ が 収 ま  る  

       

 避難誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 校内放送、ハンド

マイク等で全校（生

徒職員）に避難を指

示する。 

 

 

 

 

生徒に適切な避難

経路を指示した上

で、先導する 

 

 

 

 

 

放送をよく聞き、落

ちついて教職員の

指示に従い避難す

る 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

避難場所での

安否確認、行方

不明・負傷者対

応 

  

 

 

 

 

 

避難場所に集合後、点呼をとる。

（本校校庭（一次避難場所）→ 

津波警報が発表された場合など、

状況により二次非難をさせる。）行

方不明者の捜索や救出救助をす

る。負傷者の有無の確認、応急処

置、医療機関への搬送等の対応を

する。 

 

 

 

負傷者がい

る場合は助

け合う。 

 

 

 

 

  

  

 

 

                     学校災害対策本部設置 

 

 

 

      

保護者 への引 

き渡し  、被害

対応、 教育委 

員会への報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会へ被害

状況を報告する 

 

 

 

 

 

 

施設・設備等の 

被害状況の確認、 

危険箇所への立 

入禁止措置をと

る。 

必要に応じて、消

防等の関係機関、

市災害対策本部

へ救助要請をす

る。 

生徒を保

護者へ引

き渡す等

の対応を

する。 引

き渡しで

きない生

徒を待機

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の

指示に従

い、保護

者ととも

に帰宅す

る。場合

によって

は待機を

継 続 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所運営等

の支援、 

教育活動再開 

 

 

 

 

避難場所運営等にかかる支援をする。 

教育活動再開の準備をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 津波対応マニュアル 

地 震 発 生 

 
対応１ 生徒及び自身の安全確保   負傷者はいないか 

 いる場合は確認  

する。     津波は大丈夫か  

 ・速やかに 119番通報・救急

隊が到着するま で応急手

当 

対応２ 

 

 

  津波予報の確認 

・地震発生後、テレビ・ラ

ジオ等で津波予報確認 

 

 

 

  

注意報・警報の発表あり 

              ↓ 

・到達予測時刻、予想される津波の高さ等の確認 

  （※津波情報の活用ポイントは別記） 

 

 

 

 

発表なし 

 

 

 

 

対応３→ 

 
避難場所はどこが適切か 

・校舎内が危険な場合     一旦グラウンドへ避難      

・校舎内が危険でない場合  校舎内で待機 

 

対応４→ 避難指示・避難誘導 

 

対応５→ 教育庁へ報告 

 

 

校舎内待機  地震により、校舎内待機ができず、一次避難場所のグラウンドに津

波が到達する恐れがあれば、早急に二次避難場所（新都心公園・避

難可能なビル等）を選定し、避難する。 

 

 

 

対応６→ ・全員が避難できているか    安否確認（担任→学年主任→教頭→校長） 

 

対応７→ ・災害状況等の情報収集      テレビ・ラジオで、道路の破損、交通機関運行状況を確認 

 

対応８→ 下校できるか 

           で 

           き 

           る 

 できない 

 待機継続→保護者へ連絡    

 

対応９→ 下校方法について保護者へ連絡   インターネット（ＨＰ）やメールで、情報提供を行う 

 

 保護者に連絡が取れない場合   →待機継続 

 

 保護者に連絡が取れ次第、避難場所に来てもらい、引き渡し 

 

対応１０ 下校指導  ・生徒自身による下校  ・保護者への引き渡し（必要な場合） 

 

対応 11 事後対応・措置 

 



 

３ 在校時以外における津波対応マニュアル 

 

地震発生 

 

  

 登 下 校 時 自宅（休日・夜間等） 校 外 学 習 時 

 

 

 

 

 

生 

徒 

 

 

 

 

 

 

 

○地震が収まった後、防 災行政

無線等の放送により津波発生

の状況について確認する。 

○避難が必要な場合は、 防災行

政無線等の放送をよく聞いて、

近くのできるだけ高いビルや

高台に急いで避難する。 

○避難場所からの移動は防災行

政無線等の放送をよく聞いて、

安全が確認された後に行う。 

○登下校に支障が出た場合、可

能な範囲で自分の所在を学校

に連絡する。（携帯電話・メール

等を利用） 

○地震が収まったら、

すぐにテレビやラジ

オ等により津波予

報を確認する。 

○避難が必要な場合、

市町村や地域が指

定している避難場

所へ急いで避難す

る。 

○緊急を要する場合

は、近くのできるだ

け高いビルや高台

に急いで避難する。 

 

○教職員の指示をよく聞いて急い

で避難する。 

○教職員とはぐれたり、指示が届か

ない場合は、防災行政無線等の放

送をよく聞いて、避難が必要な場

合は、近くの高台やビル等のでき

るだけ高いところに急いで避難す

る。 

○避難後の行動について、教職員の

指示に従う。 

 

 

 

 

 

学 

校 

  

教 

職 

員 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒の所在の確認と状況によ

っては、保護を行う。 

 ・校内 

 ・通学路 

 ・避難場所 

 

○保護者への引き渡しが必要な

場合は、保護者に引き渡し場

所に来てもらい、引き渡す。 

○学校の対応等について教育委

員会へ状況を報告する。 

 

 

 

 

○津波の発生や津波

による災害が発生

した場合は可能な

限り学校等に参集

し、情報収集や教育

委員会に被害状況

報告等を行う。 

 

・生徒及び家族の安否

確認 

・学校の被害状況の把

握 

・教職員の安否確認 

 

 

 

 

 

○引率教職員は、現場の状況や津波

情報等から避難が必要かを判断 

 し、避難が必要な場合は、生徒を

避難させ、状況を学校へ報告す

る。 

○学校は、引率教職員と連絡をと

り、状況を把握し、必要な指示を

す る。 

○引率教職員は、避難完了後、人員

確認等を行い学校へ報告する。 

○学校は、交通機関や地域の安全状

況、避難解除後の対応等につい  

て、引率教職員へ連絡する。また、

対応等については、必要に応じ

て、保護者や教育委員会へ報告す

る。 

○引率教職員は、帰校及び現地解散

の対応を行い、状況を学校へ報告 

する。 

○学校は、教育委員会へ状況を報告

する。 

 

 

 



 

４ 地震発生直後からの津波情報の流れと情報活用ポイント 

 

地 震 発 生 

【 目 安 】 

数 秒 

 

 

 

 緊急地震速報 
 震度５弱以上を測定時 

 → 

 

周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全

を確保する。 

→教職員・全生徒  

 

1.5分 

 

 

 

 震度速報 
 震度３弱以上を測定時 

  → 

 

地震を感じたら、テレビ・ラジオで震度速報ととも

に津波警報・注意報の発表の有無を確認する 

→管理職（教頭・事務長）  

 

 津波情報・津波注意報 

 

  → 

 

津波警報が発表された場合は、陸上でも被害が

出る恐れがあるため、できるだけ高い場所に避

難する。      

・地震よる校舎破損がない場合      

→校舎内待機（津波の到達する恐れがあるときに

は３Ｆ以上に避難）             

・地震により、校舎内が危険な場合    

→一旦、グラウンドに避難 

津波が到達する恐れがある場合は二次避難場所

に移動 （新都心公園・避難可能なビル） 

→教職員・全生徒 

３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５分 

 

 

 

 

 

 

津波情報１ 

津波到達予想時刻・予

想される津波の高さに

関する情報 

     

 → 

 

 

津波到達予測時間・予想される津波の高さを目

安に避難対象地域、避難場所等を判断する。 

→管理職（校長・教頭） 

 

 

 

 

津波情報２ 

各地の満潮時刻・津波

到達予想時刻に関する

情報 

    

→ 

 

 

津波到達予想時刻と満潮時刻が重なる場合は、

津波による浸水被害が拡大する恐れがあるため

特に注意する 

→全職員・全生徒 

津波情報３ 

津波観測に関する情報 

    

→ 

この情報で発表される津波の高さは、あくまでも

予想であって、地形によっては、その数倍の高さ

の津波が襲来する可能性があることを念頭に置

いておく。 

→管理職 

津波警報４ 

津波警報・注意報解除 

 

５ 平常時における津波対応チェック項目 

□ 学校の所在地が津波の予想される地域にあるかどうかの確認 

□ 防災情報・防災対策等について、市役所・消防署等との連携 

□ 野外研修等を実施する際の事前実地調査を行うこと。 

□ 停電等による影響を想定し、ラジオ、通信機器、ハンドマイク等の準備を行っているか。 

□ 学校の重要書類、生徒名簿等はすぐに持ち出し可能か 



 

□ 生徒や教職員への非常時の情報伝達方法（緊急連絡網やメール、学校ＨＰ等）の準備 

□ 保護者に対する生徒の引き渡し方法の周知・確認 

□ 道路や通信手段が遮断され、生徒の下校、保護者への引渡しが困難になった場合の対応 

□ 廊下、階段、非常口などに避難の妨げになる障害物はないか 

□ 学校安全計画には、地震・津波防災に関する安全指導が組み込まれているか 

□ 地域の避難場所を生徒に確認させているか 

 

【資料】 

１ 地震震度と被害 

  震度は、地震動の強さの程度を表すものです。気象庁が発表する震度は、震度計による観測値

ですので、この表の被害状況を元に決定するものではありません。また、被害状況は一般的なもの

を記述していますので、地盤や地形などによって被害状況は変わってきます。 

【震度階級状況】 

  0 人は揺れを感じない 

  1 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる 

  2 

 

 

屋内にいる人の多くが、揺れを感じる 

･ 眠っている人の一部が目を覚ます 

･ 電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる 

  3 

 

 

屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる 

  ･ 棚にある食器類が音を立てることがある 

  ･ 電線が少し揺れる 

  4 

 

 

 

 

 

 

かなりの恐怖感があり、一部の人は身の安全を図ろうとする 

･ 眠っている人のほとんどが目を覚ます 

･ つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる 

･ 座りの悪い置物が倒れることがある 

･ 電線が大きく揺れる 

･ 歩いている人も揺れを感じる 

･ 自動車を運転していて、揺れに気づく人がいる 

 5弱 

 

 

 

 

 

 

 

多くの人が身の安全を図ろうとする 

･ 一部の人は行動に支障を感じる 

･ つり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類書棚の本が落ちることがある 

･ 座りの悪い置物の多くが倒れ、家具が移動することがある 

･ 窓ガラスが、割れて落ちることがある 

･ 電柱が揺れているのがわかる 

･ 補強されていないブロック塀が崩れることがある 

･ 道路被害が生じることがある 

 5強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常な恐怖を感じる 

･ 多くの人が行動に支障を感じる 

･ 棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる 

･ テレビが台から落ちることがある 

･ タンスなど重い家具が倒れることがある 

･ 変形によりドアが開かなくなることがある 

･ 一部の戸がはずれる 

･ 補強されていないブロック塀の多くが崩れる 

･ 据付が不十分な自動販売機が倒れることがある 

･ 多くの墓石が倒れる 

･ 自動車の運転が困難となり、停止する車が多い 

 6弱 

 

 

立っていることが困難になる 

･ 固定していない重い家具の多くが移動、転倒する 

･ 開かなくなるドアが多い 



 

 ･ かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する 

 6強 

 

 

 

 

立っていることができず、はわないと動くことができない 

･ 固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する 

･ 戸が外れて飛ぶことがある 

･ 多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する 

･ 補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる 

 7 ･ 

 

 

 

揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない 

･ ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある 

･ ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する 

･ 補強されているブロック塀も破損するものがある 

 

２ 沖縄近海での津波予測（津波の発生と可能性） 
地震が起きると、発生する可能性のあるのが津波です。津波は、はるか遠くで発生したとしても

油断できません。ほぼ地球の裏側に位置するチリ沖で発生した津波が、沖縄にまで到達し、大きな

被害を出したこともあります。また、1771 年に石垣島や宮古島を大津波が襲い、その津波の高さ

は30メートルから40メートルにまで達し、約 1万2千人の人々が亡くなったという記録も残っ

ています。 

 琉球大理学部の中村衛准教授によると、沖縄があるユーラシアプレートに、太平洋側のフィリピ

ン海プレートが沈み込む琉球海溝（沖縄本島沖）には、巨大地震を引き起こすひずみがたまってい

る恐れがあり、予測によると東海岸の広い範囲で２０メートルを超える津波が発生する可能性があ

り、５階建ての建物に相当する標高１５メートルの地域まで浸水する危険があると警鐘を鳴らして

います。 

 その際に、西海岸にも波が回り込み、那覇市では１０メートルに達する恐れがあるということで

す。 

 東日本大震災を引き起こした日本海溝付近から東北の三陸海岸までは約２００キロ。対して琉球

海溝から沖縄本島までの距離が約１００キロと短いことから、中村准教授は津波は東日本大震災の

半分の２０分程度で本島へ到達するとみる。「高台に避難する時間はかなり短いだろう。従来は３

階建ての建物が避難の目安だが、今後は６階建て程度の建物に目星を付ける必要がある。まずは

３階に避難し、さらに上の階を目指す心積もりを」と強調しています。 

 

３ 津波の発生するしくみ 

地震が海底近くで発生すると、その振動が海底に伝わり、さらにそこから海水に伝わります。こ

の振動が海水にまで伝わると、海水が持ち上げられたり引き込まれたりして波が発生します。これ

が津波です。津波は四方八方に広がり、はるか遠くまで伝わることがあります。 

※津波は、図の①のように、海の底が深いところではジェット機なみの速さ（1秒で 200メートル進

む）で②のように陸の近くの底の浅い場所でも新幹線なみの速さで襲ってくる。 

① 地震の振動が、海水に伝わり、海面が持ち上げられる ② 海面がひきこまれて、波が発生する 

③  ①・②のくり返しで、多くの波が発生する。  



 

４ 津波の特徴 
 現在の技術では、津波予報（津波が海岸までやってくる時間など）を発表するまで、３分程度時間が

必要になります。そのため、３分以内に津波が襲ってくると、情報が間に合わないこともあります。海

岸付近で強い揺れを感じた場合や、揺れは小さくても長い時間ゆっくりした揺れを感じた場合には、

ただちに海岸付近から離れ、高いところに避難しましょう。 

■津波はジェット機なみの速さで襲ってくる！  

 津波の伝わる速さは海の深さによって変わってきます。海が深いと速く伝わり、沖合いではジェッ

ト機なみ、陸に近づいてからも新幹線なみの速さで襲ってきます。海岸で津波が見えてからでは逃

げ切れません。  

■津波はくり返し襲ってくる！  

 津波は１度だけではなく、くり返して襲ってきます。津波警報や注意報が解除されるまで警戒をゆ

るめないようにしましょう。  

■津波は前ぶれなく襲ってくる！  

 昔から、「津波が来る前は潮が引く」と言われていますが、実際はそうではありません。最初に潮が

引いて始まる津波と、潮が引かずに、急に襲ってくる津波の両方があります。潮が引かないからと

いって油断してはいけません。  

■津波の破壊力はすさまじい！  

 沿岸で津波の高さが１メートルでも、津波はその数倍から、場合によっては１０倍程度の高さまで陸

を駆け登り、家や車をさらって行くけた違いの破壊力をもっています。   

 

 

別添 

【危機管理(フローチャート)】 

 

１ 授業中・部活動中の事故への対応 

２ 校外活動中の事故への対応 

３ 校内への不審者侵入への対応 

４ 学校周辺での不審者出没への対応 

５ 登下校中の交通事故（被害）への対応 

６ 熱中症への対応 

７ 感染症への対応 

８ 台風への対応 

９ 地震への対応 

10 弾道ミサイルの発射への対応 

１１ 学校に対する犯罪予告への対応 

 

 

改訂概要 令和５（２０２３）年度 ＊Jアラート発動の改訂に伴う変更 等 

   

   

 



 



 

 
 

 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


